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【生産性向上特別措置法】に基づく 

 

先端設備等導入計画の概要
 

「先端設備等導入計画」は、生産性向上特別措置法において措置された、中小企業者が、設備投資を通じ

て労働生産性の向上を図るための計画です。 

 八潮市内において先端設備等を導入しようとする市内中小企業者が計画を策定し、申請した内容が八潮

市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を受けられます。認定を受けた先端設備等は、税制支援などの

特例が受けられます。 

計画の策定にあたりましては、中小企業庁「先端設備等導入計画策定の手引き」を参考にしてください。

（URL:https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html） 

 

認定を受けられる中小事業者 中小企業経営強化法第 2 条第 1 に該当する方です。

 

業種分類 
資本金の額又は 

出資の総額 
常時使用する 
従業員の数 

製造業その他（※１） ３億円以下 ３００人以下 

卸売業 １億円以下 １００人以下 

小売業 ５千万円以下 ５０人以下 

サービス業 ５千万円以下 １００人以下 

政
令
指
定
業
種 

ゴム製品製造業（※２） ３億円以下 ９００人以下 

ソフトウェア業又は 
情報処理サービス業 

３億円以下 ３００人以下 

旅館業 ５千万円以下 ２００人以下 

（※１）「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。 

（※２）自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。 

（注意）固定資産税の特例措置は、対象となる中小企業者の要件が異なります。 

 

  【申請・お問合わせ先】                              R2 年８月 

  八潮市役所 商工観光課 商工・企業立地係 

  電話番号：０４８－９９６－２１１１（内線４７９・３８４） 

  開庁日時：月曜日から金曜日（祝日除く） 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 
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先端設備等導入計画の認定による支援 
 

（１）税制支援（固定資産税の特例）について 
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者等のうち、以下の一定の要件を満たした場合、資産税課へ

申告期限までに税務申告することにより、固定資産税の課税標準が最大３年間ゼロに軽減されます。 

（注意）本手続きを行っていただいた場合でも、税務要件（取得価格や中古資産でない等）を満たさない場

合は、税制の適用が受けられないことにご注意ください。 

固定資産税特例において不明な場合は資産税課 家屋・償却資産係へお問合わせください。 

（２）金融支援 
 「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、

普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。 

保証限度額 

 

 

 

 

※金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に下記までご相談ください。 

 □埼玉県信用保証協会春日部支店  ℡ ０４８－７３１－７３１１ 

 □（一社）全国信用保証協会連合会  ℡ ０３－６８２３－１２００ 

 （注意）金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、経営力向上計画の認定審査とは別に 

行います。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。  

対象者 

・資本金もしくは出資金の額が１億円以下の法人 

・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が１，０００人以下の法人 

・常時使用する従業員数が１，０００人以下の個人 

 ただし、次の法人は、たとえ資本金が１億円以下でも中小企業者とはなりません 

 ①同一の大規模法人（資本金もしくは出資金の額が１億円超の法人または資本金もしくは出資金

を有しない法人のうち常時使用する従業員数１，０００人超の法人または大法人（資本金の

額または出資金の額が５億円以上である法人など）との間に当該大法人による完全支配関係が

ある法人などをいい、中小企業投資育成株式会社を除きます）から２分の１以上の出資を受け

る法人 

 ②２以上の大規模法人から３分の２以上の出資を受ける法人 

対象設備 

・生産性の向上に資するものの指標（生産効率：エネルギー効率、精度など）が旧モデルと比較して年

平均１％以上向上する下記の設備 

※最新モデルである必要はありません。当該設備を製造しているメーカーの一代前モデルと比較して下

さい。 ユーザーが現在使用しているモデルとの比較ではありません。 

・一定期間内に販売されたモデル 

・中古資産でないこと 

 設備の種類（最低取得価格／販売開始時期）                                 

○機械装置         （１６０万円以上／１０年以内） 

○測定工具及び検査工具（３０万円以上／５年以内） 

○器具備品         （３０万円以上／６年以内） 

○建物附属設備      （６０万円以上／１４年以内）※償却資産として課税されるものに限る 

〇事業用家屋        （１２０万円以上／新築） 

※取得価格の合計額が 300 万円以上の先端設備等とともに導入されたもの 

〇構築物       （１２０万円以上／１４年以内）※塀、看板（広告塔）や受変電設備など 

 通常枠 別枠 

普通保険 ２億円（組合４億円） ２億円（組合４億円） 

無担保保険 ８，０００万円 ８，０００万円 

特別小口保険 ２，０００万円 ２，０００万円 
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先端設備等導入計画の主な要件
 

要 件 内    容 

計 画 期 間 計画認定から３年間、４年間又は５年間 

労 働 生 産 性 

に関する目標 

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均３％以上向上す

ること 

       

        （営業利益＋人件費＋減価償却費※）          

   労働投入量（労働者数又は労働者数×１人あたり年間就業時間） 

   

※会計上の減価償却資産 

先 端 設 備 

等 の 種 類 

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記の設備であること 

【減価償却資産の種類】 

○機械装置                ○ソフトウェア          

○測定工具及び検査工具   ○建物附属設備       

○器具備品                              

計 画 内 容 

○八潮市の導入促進基本計画に適合するものであること 

○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること 

○認定経営革新等支援機関（商工会等）において事前確認を行った計画であること 

・該当する新規取得設備等の取得日より前に「先端設備等導入計画」の策定・認定が必要です。 

・既に取得した設備を対象とする計画は認定されませんのでご注意ください。（特例はありません。） 

 
新たに先端設備として追加された設備について 
   

  

【算式】 

対象に追加されました（Ｒ2.5） 

〇事業用家屋 

（計画認定後に引き渡しするもの） 

〇構築物 

●事業用家屋の要件 

①先端設備等導入計画に盛り込まれる予定の家屋であること（最低取得価格 120万円以上） 

②新築の家屋であること（土地は対象となりません。） 

③家屋の内外に生産性向上（年平均１％以上）要件を満たす設備等が一体となって設置されること 

④設置される先端設備の取得価格が 300万円以上であること 

※なお、事業用の家屋であっても、設置される先端設備が中小事業者の生産性向上に特に不可欠で

あることや、事業用の家屋が当該先端設備を稼働させるために取得又は建設されること、事業用

建物の建設等の設備投資が中小企業者の労働生産性の向上に寄与するものであることなどの要件

を満たさない場合には対象にならないため、ご留意ください。 

●構築物 

①旧モデル比で生産性が年平均１％以上向上するもの 

②塀、看板（広告塔）や受変電設備など 

（最低取得価格１２０万円以上／販売開始時期１４年以内） 
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先端設備等導入計画の申請 以下の書類を揃えた上で、商工観光課に申請してください。 

 申請書類 設備等の導入前または事業用家屋の引き渡し前のいずれか早い方までに申請し、認定を取得してください。 
① 先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画  ・ ・ ・  ・ ・ ・ （各 2 部提出） 

② 先端設備等導入計画に関する確認書   ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  ・ ・ ・  ・ ・ ・ （1 部） 

※経営革新等支援機関（八潮市商工会、金融機関など）で取得してください。 

③ 税完納証明書   ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  （1 部） 

  ※市役所 1 階 納税課で取得できます。 

④ 先端設備等導入計画申請に関するチェックシート及び確認書  ・ ・ ・ ・ ・  ・ ・  （1 部） 

⑤ 導入設備の内容がわかる書類（カタログの写しなど）  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  ・ ・ ・（1 部） 

⑥ 導入計画における労働生産性向上の目標値の計算根拠を示す書類の写し  ・ ・ ・（1 部） 

⑦ 工業会証明書（写し）※税制措置の対象となる設備を含む場合  ・ ・ ・ ・ ・ ・  （1 部） 

工業会証明書については、詳しくは下記の中小企業庁ホームページをご覧ください。 

（URL: https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html） 

⑧ 誓約書（⑦を後日提出する場合）・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・（1 部） 

※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する 

場合、下記⑨⑩も必要です。 

⑨ リース契約見積書（写し）・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・（1 部） 

⑩ リース事業協会が確認した軽減額計算書（写し）・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ （1 部） 

※事業用家屋を含む場合、以下の書類も必要です。 

⑪建築確認済証（写し）・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  （1 部） 

⑫建物の見取り図（写し） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  （1 部） 

⑬家屋の内外に設置される先端設備の取得価格を証する書類（購入契約書等の写し）（1 部） 

先端設備等導入計画の申請・認定前までに、工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から賦課期日

（1 月 1 日）までに⑦工業会証明書の写し、⑧誓約書を追加提出することで、固定資産税の特例を受けることが可能と

なります。賦課期日を過ぎてしまった場合、軽減期間が短くなります。 

 変更申請について 変更した設備の導入前までに、変更申請し認定を取得してください。 
① 先端設備等導入計画に係る変更申請書・先端設備等導入計画 ・ ・ ・ ・ ・ （各 2 部提出） 

② 先端設備等導入計画に係る変更申請・添付書類 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ （1 部） 

③ 先端設備等導入計画に関する確認書 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ （1 部） 

   ※経営革新等支援機関（八潮市商工会、金融機関など）で取得してください。 

④ 先端設備等導入計画変更申請に関するチェックシート及び確認書 ・ ・ ・ ・ ・（1 部） 

⑤ 導入設備の内容がわかる書類（カタログの写しなど）  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ （1 部） 

⑥ 導入計画における労働生産性向上の目標値の計算根拠を示す書類の写し   （1 部） 

⑦ 工業会証明書（写し）※税制措置の対象となる設備を含む場合   ・ ・ ・ ・ （1 部） 

⑧ 変更申請に係る誓約書（⑦を後日提出する場合）・ ・ ・ ・ ・  ・ ・ ・ ・ ・ ・（1 部） 

※事業用家屋を含む場合、以下の書類も必要です。 

⑨建築確認済証（写し）・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  （1 部） 

⑩建物の見取り図（写し） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  （1 部） 

⑪家屋の内外に設置される先端設備の取得価格を証する書類（購入契約書等の写し）（1 部） 

 

書類は窓口で取得できるほか、ホームページにもダウンロードデータを掲載しています。 

【八潮市公式 HP】 

（URL:http://www.city.yashio.lg.jp/jigyosha/jigyosha/seisannseikoujou.html）
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八潮市産業経済振興基本計画策定調整会議設置要綱  

                          

（設置）  

第１条  産業の振興が地域経済の発展と市民生活の向上を図るう

えで重要であることにかんがみ、事業者の自主的努力の助長、関係

団体の育成その他産業の振興の基本となる八潮市産業経済振興条

例に基づく基本計画を策定するため、八潮市産業経済振興基本計画

策定調整会議（以下「調整会議」という。）を設置する。  

（所掌事務）  

第２条  調整会議は、基本計画策定の調整に関することを所掌する。 

（組織）  

第３条  調整会議は、別表 1 に記載する職にある者をもって構成す

る。  

２  調整会議には、委員長及び副委員長を置き、委員長は市民活

力推進部副部長、副委員長は商工観光課長の職にある者をもっ

て充てる。  

（会議）  

第４条  調整会議は必要に応じ委員長が招集する。  

２  委員長は、調整会議の会務を総理する。  

３  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠け

たときは、その職務を代理する。  

４  委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を調整会

議に出席させることができる。  

（報告）  

第５条  委員長は、調整会議の結果については、庁議に報告し、意

見を求めるものとする。  

（庶務）  

第６条  調整会議の庶務は、商工観光課において処理する。  

（その他）  

第７条  この要綱に定めるもののほか、調整会議に関し必要な事項
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は、その都度、委員長が別に定める。  

附  則  

 この要綱は、市長決裁のあった日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。  

附  則  

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は、平成２３年５月２０日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は、令和２年７月２０日から施行する。  
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八潮市産業経済振興基本計画策定調整会議  委員名簿  

別表１ (第３条関係 )          ◎委員長  〇副委員長  

会   議   名  委     員  

 

 

 

 

 

八潮市産業経済振興基本計画  

策定調整会議  

 

 

 

 

 

 

◎   市民活力推進部副部長  

〇  商工観光課長  

政策担当主幹  

  企画経営課長  

市民税課長  

  社会福祉課長  

  長寿介護課長  

子育て支援課長  

障がい福祉課長  

スポーツ振興課長  

  環境リサイクル課長  

  交通防犯課長  

  市民協働推進課長  

都市農業課長  

  道路治水課長  

  都市計画課長  

  開発建築課長  

区画整理課長  

  指導課長  

文化財保護課長  
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